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令和7年12月１日現在 （前月比） 人口／3,029人（－3） 男／1,432人（－２） 女／1,597人（－1） 世帯数／1,285世帯（－１）

鳥取市

■	鳥取市南部地域包括支援センター
	 (用瀬保健センター内)      76-2351

■	千代南中学校 87-2014
■	用 瀬 小 学 校 87-2214
■もちがせ保育園 87-3600

■	用 瀬 図 書 館 87-2702
■	用瀬地区公民館 87-3108
■	社地区公民館 87-3473
■	大村地区公民館 87-2884

「住み継ぎノート」ワークショップ開催　１２月１日（月）「住み継ぎノート」ワークショップ開催　１２月１日（月）

　生活者としての視点で、
公共施設の使い方やあり
方を考え具体的な提案を
まとめるワークショップ
の第３回目が 11 月 30 日
（日）用瀬保健センターで
開催され、町内の住民や福
祉団体、大学生、中学生な
どが意見やアイデアをま
とめました。

　前回までに、具体的な施設の集約や役割転換、
機能の廃止と引継ぎなどが話し合われました
が、今回の作業では、流しびなの館の賑わいや
保健センターの利便性の向上、小さくまとまり
大きなにぎわいを作ること、イベントと日常を
両立する空間としてのドリームグラウンドが必
要などの提言がされました。
　このワークショップの提言は、鳥取市公共施
設再配置基本計画に活用されます。

用瀬地域のくらしと公共施設を考える用瀬地域のくらしと公共施設を考える
ワークショップワークショップ 作業終了  作業終了 11月30日（日）11月30日（日）

　12月１日 ( 月 ) 用瀬町民会館で、
空き家問題にならないように終活の
一環として「いえ」について考える
「住み継ぎノート」ワーショップが
開催され、用瀬町内外から 20名が
参加し「いえ」をどのように次の世
代に継いでいくことができるかを考
えました。
　ワークショップでは、「住み継ぎノート」を作成した司法書士の濵川康夫さんが実際にノートを使
いながら、全国の空き家問題の動向や税制などを解説しました。
　濵川さんは、「空き家が大量に供給される時代になり、家を手放すことが難しくなる時代が来る。
物件の価値の減少や制度上、空き家化してから３年間の対応が重要になる。」「「いえ」の終活は心の
整理とモノの整理が大変になる。そのための家族会議をしてほしい。現在所有している親世代から
話をしてほしい」と訴え、参加者は熱心に耳を傾けていました。

思い出がつまった「いえ」を誰かが住み継いでいけるように思い出がつまった「いえ」を誰かが住み継いでいけるように

　12月７日（日）用瀬町民会館で「用瀬町人権
尊重文化祭」が開催されました。オープニング
に千代南中学校生徒による千南（せんなん）ソー
ランの披露と生徒２名による人権作文の発表が
あり、ついで町内４団体の活動報告やNPO法
人十人十色の手踊りが行われました。
　午後から行われた講演会では、NPO法人えん
ぱわめんと堺の北野真由美さんの進行で、「子ど
もの人権～ひとりの人としての向き合い方」と
題してワーショップが行われ、約 50 人の参加
者がこどもと自分の感情のありかや、思い通り
にならないことにどう対処し、お互いを尊重す
ればいいのかを話し合いました。

こどもとの向き合い方をワークショップ形式でこどもとの向き合い方をワークショップ形式で
考える 人権尊重文化祭考える 人権尊重文化祭　12 月７日（日）　12 月７日（日）
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年末年始の休館12月29日～１月３日まで

【定例のイベント】
★子育て支援センターおはなし会★（未就園児対象）
　絵本の読み聞かせやわらべうたなど
　と　き　１月８日（木）10:30 ～ 11:00
　ところ　子育て支援センター「もちがせ」（もちがせ保育園内）
★絵本のじかん★（３歳以上対象）
　絵本の読み聞かせや手遊びなど
　と　き　１月 10日（土）10:30 ～ 11:00
　ところ　用瀬町総合支所３階　おはなしの部屋
★みんなでイキイキ音読教室★（毎月最終水曜日）
　小説や詩などを皆さんで声に出して読みます
　と　き　１月 28日（水）10:30 ～ 11:30
　ところ　用瀬町総合支所３階 会議室　

【問合せ先】用瀬図書館 87-2702
《休館日》毎週火曜日・毎月最終木曜日

図書館案内

●行政書士無料相談（奇数月開催　要申込）
　１月 11日 ( 日 )10:30～14:30
　用瀬町総合支所３階  おはなしの部屋
　申込先　 0857-24-2744（県行政書士会）
●人権相談日
　１月８日（木）10:00 ～ 12:00
　用瀬町民会館
●心配ごと・行政相談
　１月16日（金）9:00 ～ 10:30
　用瀬保健センター
　用瀬町総合福祉センター 87-2302
●定期健康相談
　１月14日（水）受付 9:30 ～ 11:00
　大村地区公民館
　持ち物（持っている人のみ）
  …健康手帳、健康診査の結果
　市民福祉課 71-1894
●年金出張相談所（事前予約）
　１月20日（火）10:00 ～ 15:00
　智頭町総合センター
　※事前予約電話番号（鳥取年金事務所）
　 0857-27-8311（音声案内 1番の次に 2番を
押してください。）

　

令和７年度令和７年度　　
第５回用瀬地域振興未来会議第５回用瀬地域振興未来会議
　11 月 20 日（木）に開催された第５回用瀬地
域振興未来会議の主な内容は次のとおりです。

会議資料や議事内容は、鳥取市公式ウェブサイト「用
瀬町総合支所ページ」をご覧ください。

【問合せ先】地域振興課    71-1892

・地域の重点課題検討について　
・効果的な情報発信について

　冬は、積雪により日常生活に支障
をきたすことが多くなります。ス
ムーズに除雪が行えるよう、各家
庭や地域のご協力をお願いします。

【お願い事項】
☃ 除雪作業上、道路沿いに必ず雪が残ります。玄
関前などの除雪は、各家庭でお願いします。

☃ 作業の支障となりますので、路上駐車はおやめ
ください。

☃ 消火栓、マンホール付近、幅の狭い道、歩道な
どは地域で除雪をお願いします。

☃ 除雪車の台数が限られており、地域ごとで対応
時間に差が生じますが、ご理解をお願いします。
　【問合せ先】産業建設課    71-1896

市道の除雪にご協力ください市道の除雪にご協力ください

　雪が降る季節になりました。車の運転をいつも以上
に気をつけましょう。

車の運転・事故に注意！車の運転・事故に注意！

【問合せ先【問合せ先】】八頭消防署用瀬出張所　八頭消防署用瀬出張所　 87-311187-3111

・雪道をノーマルタイヤで走行することは極めて危
険。スタッドレスタイヤやチェーン
を必ず装着する。

・スリップによるトラブルの危険性が
あるため、急な車線変更、急ブレー
キは厳禁。

・先行車との車間距離を長めにとる。
・発進時はアクセルをじわりと踏み込
み、ゆっくり発進する。

・車の屋根に積もった雪はブレーキ時
にフロントガラスへ雪崩を起こし視界不良となる
危険性があるため、除雪してから運転する。

　法務省は 12月４日から 10日までの１週間を
人権週間に定め、いじめや虐待、外国人やアイ
ヌの人々、性的マイノリティなどに対する不当
な差別や偏見、部落差別などの人権問題につい
ての啓発活動を行っています。　　　　
　12月５日（金）人権擁護委員の森田和男さん
と辛川宗雄さんが町内啓発パレードを行いまし
た。　
　二人は事業所や小中学校、公民館などを訪問し、
様々な人権問題について理解を深め、互いの人権
を尊重することの大切さの啓発を行いました。

「誰か」のことじゃない「誰か」のことじゃない
人権週間街頭広報　12 月 5 日（金）人権週間街頭広報　12 月 5 日（金）
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